
 
 

川島 桶 川 資源 循 環組 合 新 ごみ 処 理 施 設 整 備基 本 計画 策 定 等業

務委託 公募 型プ ロポー ザル 審査 委員会 設置 要綱  

 

（目的 ）  

第１条  新 ごみ 処理 施 設整 備基 本計画 策定 等業 務委託（ 以下「 業 務

委託」という 。）につい て、公 募型 プロポ ーザ ル方 式によ り業 務委

託先を 決定 する ため 、新 ごみ 処理 施設整 備基 本 計 画策定 等業 務委

託公募 型プ ロポ ーザル 審査 委員 会（以 下「委 員会 」とい う。）を設

置する 。  

（所掌 事項 ）  

第２条  委 員会 の所掌 事項 は、 次のと おり とす る。  

(1) 審 査方 法及 び評価 基準 に関 する事 項  

(2) 委 託契 約候 補者及 び次 席者 の特定 に関 する 事項  

(3) そ の他 管理 者が必 要と 認め る事項  

（審査 委員 ）  

第３条  委 員会 は、７名 の審 査委 員をも って 組織 し、委員 長及 び委

員は、 別表 のと おりと する 。  

（審査 委員 の任 期）  

第４条  審 査委 員の任 期は 、 契 約締結 の日 まで とする 。  

（会議 ）  

第５条  委 員会 は、３ 分の ２以 上 の審査 委員 の出 席があ れば 開催 す

ること がで きる 。  

２  委 員長 は、 議事進 行を 司る 。  

３  委 員会 の議 事は 、出 席委 員の 過半数 で決 し 、可 否同数 のと きは

委員長 の決 する ところ によ る。  

４  委 員会 は 、特 に必要 があ ると 認める とき は 、関 係職員 の出 席を



 
 

求めて 、その 意見 を聴き 、又は 関係 職員に 資料 の提 出を求 める こ

とがで きる 。  

５  委 員会 は 、審 査基準 に基 づき 評価を 行 い 、委託 契約候 補者 及び

次席者 を特 定す る もの とす る。  

（秘密 の保 持）  

第６条  委 員会 の会議 の内 容又 は職務 上知 り得 た秘密 は、これ を 厳

守しな けれ ばな ら ない 。  

（庶務 ）  

第７条  委 員会 の庶務 は施 設課 におい て処 理す る。  

（その 他）  

第 ８ 条  こ こ で 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 必 要 な 事 項 は 、

委員長 が定 める 。  

附  則  

この要 綱は 、令 和７年 ４月 １日 から施 行す る。  

 

別  表 （第 ３条 関係）  

委員長  川島桶 川資 源循 環組合 事務 局長  

委員  川島町 政策 推進 課長  

川島町 町民 生活 課長  

川島町 まち 整備 課長  

桶川市 環境 対策 推進課 長  

桶川市 環境 セン ター所 長  

桶川市 建築 課長  

 


